
令和３年度山形市食品衛生監視指導計画実施結果 

 

 

第１ 趣旨 

  

 食品衛生監視指導計画は、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第２４条第１項の規

定により、毎年度定めることとされています。 

 山形市では、飲食に起因する衛生上の危害を未然に防止し、市民等の健康を保護すること

を目的に、「令和３年度山形市食品衛生監視指導計画」を定めました。この計画に基づき、

食品等事業者及び食品営業施設の監視指導、食品等の収去検査、食中毒等の健康被害の発生

防止対策等を実施しましたので、その結果について公表します。 

 

 

第２ 計画の期間及び対象区域 

 

１ 監視指導計画の範囲及び実施期間 

   令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの１年間 

 

 ２ 対象区域 

   山形市内全域 

 

 

第３ 実施体制 

 

厚生労働省や食品衛生関係機関等が主催する食品衛生関係講習会・研修会等に、延べ１１

名の本市食品衛生監視員等が参加し、知識の習得・資質の向上を図りました。 

 

 

 

 

 

 



第４ 監視指導に関する事項 

 

１ 年間を通じた立入検査 

   食品の生産、製造・加工、流通等の状況、食品の特性、法令違反の状況及び食品衛生

上の問題の発生状況に加え、地域の実状を踏まえながら、１３４１件の立入検査を実施

しました。 

また、食品等事業者に対し食品製造・加工から食品流通・販売に至る各段階において

監視し、法令遵守の徹底と自主衛生管理の推進について指導を行いました。 

【別紙１（営業施設監視調査）】 

 

 ２ 一斉監視指導 

   食中毒等の飲食による危害が高まる夏期、食品の流通量が増加する年末等において、

厚生労働省及び消費者庁が示す指針を踏まえ、重点的かつ効率的に監視指導を実施し

ました。 

区分 夏期 年末 

監視件数 ２１５件 ２１１件 

検査検体数 ８検体 ２検体 

 

また、９月を「食肉衛生月間」とし、食肉輸送車６台、食肉処理・販売施設１７施設

の監視指導を実施しました。 

   さらに、１０月を「きのこ食中毒予防月間」とし、市内青果市場２施設、道の駅及び

直売所等１３施設に立入を行ったほか、チラシの配布や講習会を通して、周知啓発や衛

生教育を実施しました。 

 

 ３ 食品等の収去検査 

市内で生産、製造、加工及び流通する食品等の安全性を確保するため、６８検体の検

査を実施しました。その結果、３検体の違反を発見し、再発防止等の必要な措置を行い

ました。 

【別紙２（食品の収去試験）】 

 

４ 食品表示対策 

平成２７年に食品表示法が施行され、食品表示に関する規定が統合されました。令和

２年３月に経過措置期間が終了したため、新しい食品表示への切り替えが速やかに行

われるよう、制度に関する周知を実施するほか、指導・助言を行いました。 

   令和３年度の表示相談受付件数は、３４件でした。 



５ と畜場の監視指導及び検査 

（１）と畜検査・監視指導 

と畜場設置者に技術的な指導や必要な助言を行い、付設の食肉処理施設においても

衛生管理が適切になされるよう監視指導しました。 

対象施設 監視指導数 処分等の件数 

と畜場 １８０件 ０件 

と畜場に付設された 

食肉処理場 
２６８件 ０件 

 

   また、と畜場に搬入される獣畜について、と畜検査や食肉の動物用医薬品の残留検査

を実施しました。 

   【別紙３（山形市食肉衛生検査所検査実績）】 

輸出食肉については、８３件の食肉衛生証明書の発行申請があり、申請の都度、輸出

国の基準を遵守するように監視指導を行いました。 

 

（２）と畜検査情報の還元 

   ４４戸（牛２６戸、豚１８戸）の生産者に対し、牛３，４５６頭、豚１０８，１２２

頭分のと畜検査情報を還元しました。 

 

 

第５ 食中毒、違反食品を発見した場合の対応 

 

 １ 食中毒等健康被害発生時の対応 

   食中毒が疑われる情報を探知した際には、直ちに疫学的調査及び微生物学的調査等

を実施しました。 

   令和３年の市内における食中毒発生件数は、７件でした。 

 

 ２ 違反・不良食品等発見時の対応 

   食品衛生法及び食品表示法に違反する食品が発見された場合には、食品等事業者に

対し、当該食品の販売停止、原因の究明、回収等の措置を速やかに行うよう指導しまし

た。なお、広域流通食品や輸入食品等の違反発生時には、国や関係する自治体と連携し

て対応しました。 

また、必要に応じて行政処分などの措置を講じ、悪質事例の場合は告発を行うことと

していますが、令和３年度に実施した行政処分はありませんでした。 



第６ 食品等事業者の自主的な衛生管理の推進 

 

給食施設調理従事者、食品衛生責任者等に対する食品衛生関係講習会に講師派遣を行う

など、市内各地で計３３回の講習を行い、８８５名の方が受講されました。 

 〇食品衛生講習実施結果 

対象 給食関係 食品衛生責任者 食品関連事業者等 合計 

開催回数 １ ２２ １０ ３３ 

参加人数 ２４ ６６５ １９６ ８８５ 

 

 

第７ 市民に対する情報提供・普及啓発 

 

１ 消費者からの苦情対応 

苦情受付件数は２７件でした。食品又は食品関係施設に関する苦情については、速や

かに事実確認を行い、必要に応じて原因究明と再発防止の指導を行いました。 

【別紙４（業種別苦情件数）】 

 

 ２ 意見交換（リスクコミュニケーション） 

   令和３年度山形市食品衛生監視指導計画の策定にあたっては、令和３年２月１５日

から令和３年３月５日までの間、当該計画案をホームページ等で公表し、市民から意見

を募集しました。 



《令和３年度》

別紙１ 営業施設監視調査
単位︓件
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3 4酒類製造業

食品の放射線照射業
菓子製造業
アイスクリーム類製造業
乳製品製造業
清涼飲料⽔製造業

添加物製造業

食用油脂製造業
マーガリン又はショートニング製造業
みそ製造業
醤油製造業
ソース類製造業
酒類製造業

計

食品衛生法
（新法︓許可）

飲食店営業
調理機能を有する⾃動販売機（要許可）
食肉販売業
魚介類販売業
魚介類競り売り営業
集乳業

乳処理業

特別⽜乳搾取処理業

食肉製品製造業
⽔産製品製造業
氷雪製造業
液卵製造業
食用油脂製造業
みそ又はしょうゆ製造業

食肉処理業

食肉製品製造業
魚介類販売業
魚介類せり売営業
魚肉ねり製品製造業

豆腐製造業
納豆製造業
めん類製造業
そうざい製造業
缶詰又は瓶詰食品製造業

アイスクリーム類製造業

乳処理業
特別⽜乳搾取処理業
乳製品製造業
集乳業
乳類販売業

区分
事業所等数

令和３年度
事業所等の種別

食品衛生法
（旧法︓許可）

飲食店営業
臨時飲食店営業
喫茶店営業
菓子製造業
あん類製造業

食品の冷凍又は冷蔵業
食品の放射線照射業
清涼飲料⽔製造業
乳酸菌飲料製造業
氷雪製造業
氷雪販売業

食肉処理業
食肉販売業



《令和３年度》
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※事務処理件数は、受理年⽉⽇で計上

⼭形県魚介類⾏商取締
条例

魚介類⾏商
計

合計

⼭形市食品衛生法の施⾏
に関する規則

集団給食施設
漬物製造業
焼ふ製造業
こんにゃく製造業
ところてん製造業
えご製造業

計

ふぐ取扱施設
生食用食肉取扱施設

計

製茶業
海藻製造・加工業（海藻加工業）
卵選別包装業
その他の食料品製造・加工業
⾏商
集団給食施設

食品衛生法
（届出）

魚介類販売業（包装済みの魚介類のみ）
食肉販売業（包装済みの食肉のみの販売）
乳類販売業
氷雪販売業
コップ式⾃動販売機（⾃動洗浄・屋内設置）
弁当販売業
野菜果物販売業
米穀類販売業

いわゆる健康食品の製造・加工業
コーヒー製造・加工業
農産保存食料品製造・加工業
調味料製造・加工業
糖類製造・加工業
精穀・製粉業

通信販売・訪問販売による販売業
コンビニエンスストア
百貨店、総合スーパー
⾃動販売機による販売業
その他の食料・飲料販売業
添加物製造・加工業

器具、容器包装の製造・加工業
露店、仮設店舗等のうち、営業でないもの
その他

食品の小分け業
添加物製造業

豆腐製造業
納豆製造業
麺類製造業
そうざい製造業
複合型そうざい製造業

計

冷凍食品製造業
複合型冷凍食品製造業
漬物製造業
密封包装食品製造業



《令和３年度》

別紙２ 食品の収去試験
単位︓件
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生食用鮮魚類、生かき、養殖魚 〇 〇 〇 9 9 100

加工品（魚肉ねり製品等） 〇 〇 2 2 100

食肉 〇 〇 97 97 100

食肉製品 〇 〇 〇 4 4 100

〇 〇 5 4 80

〇 〇 1 1 100

〇 〇 〇 1 1 100

〇 〇 11 12 109

〇 1 1 100

〇 17 17 100

〇 7 7 100

〇 〇 〇 4 4 100

〇 〇 4 4 100

〇 1 1 100

164 164 100

めん類

漬物

その他加工食品

合計

菓子類

検査対象品目

検査項目 令和３年度

魚介類

肉類

牛乳・乳製品

アイスクリーム類・氷菓

⽔・清涼飲料⽔

野菜・果実（生鮮及び冷凍農産物）

 きのこ類

弁当・そうざい・調理パン



別紙３　山形市食肉衛生検査所検査実績

細菌検査 病理検査 理化学検査 血清検査 遺伝子検査 TSE検査

計 138,898 251 56 97 51 221 0 484 240

牛 13,637 105 48 89 2 181 0 464 120

豚 125,118 146 8 8 49 40 16 120

その他 143 0 0 0 0 0 0 4 0

畜種 と畜検査頭数
試験室内検査（延べ数） 残留抗菌性物質

検査
枝肉の

微生物検査



《令和３年度》

別紙４ 業種別苦情件数
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百貨店、総合スーパー（百貨店、総合スーパー） 0 1 0 0 0 0 0 1

集団給食施設 0 0 0 0 0 1 0 1

（旧）飲食店営業（一般食堂・レストラン） 1 0 2 2 0 1 1 7

（旧）飲食店営業（そば） 0 0 0 2 0 1 1 4

（旧）飲食店営業（軽食喫茶） 0 1 0 0 0 0 0 1

（旧）飲食店営業（すし） 0 0 0 0 0 0 1 1

（旧）飲食店営業（弁当屋） 0 0 0 1 0 0 0 1

（旧）飲食店営業（そうざい） 1 0 0 0 1 0 0 2

（旧）飲食店営業（居酒屋） 0 0 0 0 0 0 2 2

（旧）飲食店営業（ファーストフード） 0 0 0 1 0 1 0 2

（旧）菓子製造業（一般） 1 0 0 0 0 0 0 1

（旧）食肉製品製造業 1 0 0 0 0 0 0 1

（旧）魚介類販売業（一般） 1 0 0 0 1 0 0 2

（旧）給食施設（病院・診療所） 1 0 0 0 0 0 0 1

計 6 2 2 6 2 4 5 27

苦情
単位︓件


